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令和５年清瀬市議会第２回定例会 
 

市長提出議案 

 

議案番号 議  案  名  等 概             要 
議 決 日 

結 果 

議   案 

第 ２５ 号 

専決処分の報告について（清瀬市市税

条例の一部を改正する条例） 

……(継続審査)令和５年第１

回臨時会 

去る３月 31 日に公布があった地方税法等の一部を改正

する法律（令和５年法律第１号）の施行に伴い、清瀬市市

税条例の一部を改正する条例（令和５年清瀬市条例第 10

号、令和５年４月１日公布）を地方自治法（昭和22年法律

第67号）第179条第１項の規定により専決処分したので、

同法同条第３項の規定により議会に報告するとともに、承

認を求めるものです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       令和５年第２号 

２ 専決処分日       令和５年３月31日 

３ 主な改正内容 

（１）軽自動車税の種別割のグリーン化特例（軽課）につ

いて、特例の期限を延長しました。 

（２）大規模の修繕等が行われたマンションに対する税額

の軽減措置（わがまち特例）を規定しました。 

（３）地方税法の一部改正において、条項の繰上げ、繰下

げが多々あったため、条例における同法の引用条項を

改めました。 

 

              所管課 課税課、総務課 

６月２９日 

承 認 

議   案 

第 ２６ 号 

専決処分の報告について（清瀬市都市

計画税条例の一部を改正する条例） 

……(継続審査)令和５年第１

回臨時会 

去る３月 31 日に公布があった地方税法等の一部を改正

する法律の施行に伴い、清瀬市都市計画税条例の一部を改

正する条例（令和５年清瀬市条例第11号、令和５年４月１

日公布）を地方自治法第 179条第１項の規定により専決処

分したので、同法同条第３項の規定により議会に報告する

とともに、承認を求めるものです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       令和５年第３号 

２ 専決処分日       令和５年３月31日 

３ 主な改正内容 

地方税法の一部改正において、条項の繰上げ、繰下げが

６月２９日 

承 認 
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多々あったため、条例における同法の引用条項を改めま

した。 

 

所管課 課税課、総務課 

議   案 

第 ２７ 号 

専決処分の報告について（清瀬市国

民健康保険税条例の一部を改正する

条例） 

……(継続審査)令和５年第１

回臨時会 

 

去る３月 31 日に公布があった地方税法施行令の一部を

改正する政令（令和５年政令第 132号）の施行に伴い、清

瀬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和５年

清瀬市条例第12号、令和５年４月１日公布）を地方自治法

第179条第１項の規定により専決処分したので、同法同条

第３項の規定により議会に報告するとともに、承認を求め

るものです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       令和５年第４号 

２ 専決処分日       令和５年３月31日 

３ 主な改正内容 

後期高齢者支援金分の課税限度額を「20 万円」から

「22 万円」に改めました。また、国保税均等割５割減

額の判定所得を「28.5 万円」から「29 万円」に、２割

減額の判定所得を「52 万円」から「53.5 万円」に改め

ました。 

 

所管課 保険年金課、総務課 

６月２９日 

承 認 

議   案 

第 ２８ 号 

専決処分の報告について（令和５年度

清瀬市一般会計補正予算（第２号）） 

……(継続審査)令和５年第１

回臨時会 

食料品等の物価高騰に直面し、影響を受ける低所得の子

育て世帯に対し、児童一人当たり一律５万円を給付する「子

育て世帯生活支援特別給付金」を速やかに執行するため、

また、市立中央公園の地中からガラス片等の異物が見つか

り、安全管理の観点から、急遽、土壌調査をするため、「令

和５年度清瀬市一般会計補正予算（第２号）」を地方自治法第

179条第１項の規定により専決処分したので、同法同条第３

項の規定により議会に報告するとともに、承認を求めるも

のです。 

 

 主な内容 

１ 専決処分番号       令和５年第５号 

２ 専決処分日       令和５年４月26日 

３ 補正予算編成に伴う予算総額 

（１）現予算額        331億266万9千円 

（２）補正予算額       1億1,322万2千円 

６月２９日 

承 認 
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（３）補正後予算総額    332億1,589万1千円 

４ 補正予算編成の理由 

低所得の子育て世帯（児童扶養手当受給者等をはじめ

とするひとり親の子育て世帯又は住民税均等割が非課税

の子育て世帯）の児童に対し、「子育て世帯生活支援特別

給付金」を速やかに給付できるようにするため、また、

市立中央公園の安全管理の観点から、急遽、土壌調査を

するため、補正予算を編成したものです。 

 

所管課 財政課、子育て支援課、水と緑と公園課 

議   案 

第 ３０ 号 

令和５年度清瀬市一般会計補正予算

（第３号） 

物価高騰等により経済的に影響がある住民税非課税世帯

（生活保護世帯を含む。）、及び予期せず家計が急変し、年間

の総所得見込が非課税世帯と同等にあると認められる世帯に

対し、１世帯当たり３万円を支給する「電力・ガス・食料品

等価格高騰重点支援給付金給付事業」の実施に向け、補正予

算を編成するものです。 

 

主な内容 

１ 予算総額 

（１）現予算総額          33,215,891千円 

（２）補正予算額                333,691千円 

（３）補正後予算総額       33,549,582千円 

 

２ 補正予算歳入額             333,691千円 

（１）国庫支出金              228,160千円 

（新型コロナウイルス感染症対 

応地方創生臨時交付金（低 

所得世帯支援枠）） 

（２）繰入金             105,531千円 

   （財政調整基金繰入金） 

 

３ 補正予算歳出額          333,691千円      

民 生 費 

電力・ガス・食料品等価格高騰 

重点支援給付金給付事業     333,691千円 

 

内 訳  

（１）補助金            303,000千円 

（３万円を10,100世帯へ給付想定） 

６ 月 ８ 日 

可 決 
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（２）報酬等              1,457千円 

(会計年度任用職員報酬及び期 

末手当(補助職）)  

（３）消耗品費             800千円 

（用紙、インクカートリッジ等 

購入経費） 

（４）印刷製本費             396千円 

   （対象者へ送付する封筒（通知 

・返信用）作成経費） 

（５）通信運搬費           2,123千円 

  （コールセンター電話代、通知 

等郵送料） 

（６）手数料             2,224千円 

（金融機関振込手数料等） 

（７）委託料             21,057千円 

 ア システム業務等        1,045千円 

（給付対象者抽出に向けたシ 

ステム改修経費） 

イ 運営管理費             19,242千円 

（コールセンター運営委託、 

封入封緘作業等経費） 

 ウ 設営等              770千円 

（コールセンター及び相談ブ 

ースの設営経費） 

（８）使用料             2,634千円 

（パソコンやソフト、プリンタ 

ー複合機等のリース経費） 

 

所管課 財政課 

議   案 

第 ３１ 号 

令和５年度清瀬市一般会計補正予算

（第４号） 

補正前の歳入歳出総額      33,549,582千円 

補正後の歳入歳出総額      33,924,098千円 

歳入総額              374,516千円 

主なもの 

使用料及び手数料          1,584千円 

国庫支出金           273,954千円 

都支出金                90,221千円 

繰入金                    8,757千円 

歳出総額                     374,516千円 

主なもの 

６月２９日 

可 決 
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議会費                                 0円 

総務費                     ▲15,473千円 

民生費                        175,870千円 

衛生費              36,415千円 

農林業費                        21,257千円 

商工費                          87,822千円 

土木費                         493千円 

教育費                        68,132千円 

 

所管課 財政課 

議   案 

第 ３２ 号 

清瀬市市税条例の一部を改正する条

例 

去る３月31日の地方税法等の一部を改正する法律（令和５

年法律第１号）の公布に伴い、同法における令和５年７月以

後施行分の改正規定に沿って条例の一部を改正するもので

す。 

 

主な改正点 

１ 森林環境税導入に伴う規定の整備をする。  

２ 軽自動車税における燃費・排ガス不正行為が生じた場合の

規定の整備（納税不足額を徴収する際に加算する割合の引き

上げ（10％→35％））をする。 

３ 法改正による条例への引用条項を改める。 

 

                    所管課 課税課 

６月２９日 

可 決 

議   案 

第 ３３ 号 

清瀬市消費生活センター条例及び清

瀬市生涯学習センター条例の一部を

改正する条例 

 

清瀬市公共施設再編計画に沿って公共施設を機能的に合

理化するため、清瀬市消費生活センターをアミュービル内

へ移転させる手続として一部改正するものです。 

移転に際し、２つの条例の規定の整理をする必要がある

ため、一括で一部改正するものです。 

 

主な概要 

１ 清瀬市消費生活センター条例の一部改正 

  清瀬市消費生活センター（以下「消費生活センター」

という。）をアミュービル内に移転させるものです。 

また、新たに職員等の配置、情報の安全管理に関する

規定を整備すると共に、移転先にセンター固有の貸出施

設がないため、集会室及び会議室の貸出に関する規定を

削る一部改正をするものです。 

 

２ 清瀬市生涯学習センター条例の一部改正 

６月２９日 

可 決 
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  消費生活センター移転に向けた施設整備の一環とし

て、清瀬市生涯学習センター（アミュービル５階）の貸

出施設である講座室４及び展示ホールを条例から削る一

部改正をするものです。 

 

所管課 市民協働課、生涯学習スポーツ課 

議   案 

第 ３４ 号 

清瀬市立公園条例の一部を改正する

条例 

 

宅地開発行為によって公園の無償譲渡があったことか

ら、１つの公園を都市公園として指定するものです。 

併せて、下宿運動公園下宿市民プールは、設置以来 43

年が経過し、基幹施設の老朽化が著しく修繕では補えない

状況にあり、また、少子化等による利用率低迷で公の施設

としての意義が希薄になっている現状があります。 

こうした状況を勘案し、清瀬市公共施設再編計画に沿っ

て、同プールを廃止する一部改正するものです。 

 

     所管課 水と緑と公園課、生涯学習スポーツ課 

６月２９日 

可 決 

議   案 

第 ３５ 号 

清瀬市道の路線の認定について 

 

開発による無償譲渡受け入れにより、新たに市道の路線を

認定するものです。 

 

認定路線 

１ 清瀬市道1371号線 

  （下宿二丁目、清瀬稲荷公園北側） 

２ 清瀬市道3245号線 

  （中里三丁目、中里郵便局南側） 

３ 清瀬市道3246号線 

  （中里三丁目、中里富士塚北側） 

 

所管課 道路交通課 

６月２９日 

 承 認 

議   案 

第 ３６ 号 

清瀬市教育委員会委員の任命につい

て 

 

清瀬市教育委員会委員の辞任に伴い、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第４

条第２項の規定に基づき新たに清瀬市教育委員会委員を

任命するため、同法同条の規定により議会の同意を求める

ものです。 

 

任命候補者 

住 所  東京都東久留米市中央町三丁目 15 番 18 号 

氏 名  鈴
すず

 木
き

  美
み

 紀
き

 氏 

                 

          所管課 未来創造課、教育企画課 

６月２９日 

 同 意 
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議   案 

第 ３７ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律（昭和26年法律第88号）第８条第１項の規

定に基づき新たに清瀬市農業委員会委員を任命するため、

同法同条の規定により議会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市中里二丁目1611番地 

氏 名  松
まつ

 村
むら

  俊
とし

 夫
お

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ３８ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市中里四丁目1153番地 

氏 名  村
むら

 野
の

  正
まさ

 明
あき

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ３９ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市野塩一丁目431番地 

氏 名  森
もり

 田
た

  庄
しょう

 司
じ

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４０ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市中里三丁目1071番地 

氏 名  中
なか

 村
むら

  正
まさ

 一
かず

 氏 

 

６月２９日 

 同 意 
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所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

議   案 

第 ４１ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下清戸二丁目567番地1 

氏 名  土
つち

 屋
や

  俊
とし

 治
はる

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４２ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下清戸五丁目845番地１ 

サンハイツ203号 

氏 名  小
こ

 寺
でら

  一
かず

 壽
ひさ

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４３ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下宿二丁目454番地 

氏 名  坂
さか

 間
ま

  和
かず

 弘
ひろ

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４４ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下宿三丁目695番地 

６月２９日 

 同 意 
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氏 名  髙
たか

 橋
はし

  将
まさ

 則
のり

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

議   案 

第 ４５ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市中清戸四丁目1095番地 

氏 名  村
むら

 山
やま

   昇
のぼる

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４６ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市中清戸五丁目121番地 

氏 名  村
むら

 山
やま

   孝
たかし

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４７ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市上清戸二丁目３番７号 

氏 名  村
むら

 野
の

  和
かず

 博
ひろ

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ４８ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

６月２９日 

 同 意 
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住 所  東京都清瀬市上清戸二丁目２番２号 

氏 名  齊
さい

 藤
とう

  正
まさ

 樹
き

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

議   案 

第 ４９ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下宿二丁目501番地１ 

氏 名  新
あら

 井
い

  誠
せい

 子
こ

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

議   案 

第 ５０ 号 

清瀬市農業委員会委員の任命につい

て 

清瀬市農業委員会委員の任期満了に伴い、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定に基づき新たに清瀬市

農業委員会委員を任命するため、同法同条の規定により議

会の同意を求めるものです｡ 

 

任命候補者 

住 所  東京都清瀬市下清戸五丁目857番地 

氏 名  小
こ

 寺
でら

  正
まさ

 明
あき

 氏 

 

所管課 未来創造課、農業委員会事務局 

６月２９日 

 同 意 

 


